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○

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

（
適
格
機
関
投
資
家
の
範
囲
）

第
十
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

第
十
条

法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
金
融

は
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
金
融

庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

一
〜
十
九

（
略
）

一
〜
十
九

（
略
）

二
十

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
九

二
十

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
九

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
同
項
の
承
認
を
受
け

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
同
項
の
承
認
を
受
け

た
者
（
同
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
七
十
一

た
者
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
同
項
の
承
認
を
受
け

た
者
（
同
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
十
一
〜
二
十
七

（
略
）

二
十
一
〜
二
十
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
又
は
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
七

３

第
一
項
第
九
号
、
第
十
七
号
、
第
十
九
号
又
は
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
七

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
金
融
庁
長
官
に
届
出
を

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
金
融
庁
長
官
に
届
出
を

行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次

行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載

の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載

し
た
書
面
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
書
面
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）
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四

第
一
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
届
出
者

次
に
掲
げ
る
事
項

四

第
一
項
第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
届
出
者

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名

ロ

代
表
者
の
役
職
及
び
氏
名

ハ
〜
ヘ

（
略
）

ハ
〜
ヘ

（
略
）

４
〜

（
略
）

４
〜

（
略
）

12

12


